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【事例１】街頭で「エステのモデルになってほしい。施術は無料」
と誘われ、未成年だと断ったが関心はあり、連絡先を伝えた。成
人を迎えた誕生日直後に再び誘われ、１時間の施術を受けると「自
宅でも使える」と、２８万円の美容器具の購入を勧められた。ロー
ンを組めばよいと言われ、高額だったが契約した。
【事例２】スマホで初回無料の青汁を注文した。翌月、同じ商品
が届いたため定期購入だと気が付いた。私は未成年者なので未成
年者契約の取消しをしたいが、注文時に生年月日や年齢確認など
はなく、サイト内をよく見ると「未成年者は親権者の同意を得た
うえでサービスを利用すること」と書かれていた。

「未成年者」の消費者トラブルに注意

　令和４年４月１日から成年年齢が現在の２０歳から１８歳に引き下げら
れます。
　未成年者の契約で、親権者などの同意がない契約は、未成年者取
消権によって、原則、取り消すことができますが、成人になると、
その権利がなくなり、契約やローンを自分でできるため、より一層
の注意が必要です。
　なお、小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどとうそをついた場
合などは、未成年者契約の取消しはできません。
【消費者へのアドバイス】
①契約前に契約内容を十分に理解し、自分にとって必要な契約かを
よく考え、不要なものや強引な勧誘はキッパリ断りましょう。
②未成年者契約の取消し以外にも、クーリング・オフや消費者契約
法などがあります。日頃から学び、身につけましょう。
③困った時は、すぐに市や県の消費生活相談窓口に相談しましょう。
物八潮市消費生活センター（受付は商工観光課）☎奮３３６、埼玉県
消費生活支援センター川口☎０４８－２６１－０９９９

事例
　当社では、ホームページのアクセス数向上や社内の雰囲
気を知ってもらうために、従業員が日替わりで会社のブロ

グを更新することになっています。就業後に自宅で、日常的な内容
のブログを作成することになっているのですが、会社からは業務で
はないとして手当は出ていません。そんなに難しいことでもないで
すし、会社のためにという気持ちもあるのですが、何となくスッキ
リしません。

　自宅でのブログ作成が労働にあたる場合には、会社は、
賃金を支払わなければなりません。

　労働基準法上の労働時間とは、労働者（従業員）が使用者（会社）
の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、場所が会社の外や
自宅であったり、会社の事業内容と直接関係ない業務であっても異
なりません。
　本件の場合では、会社が従業員に自宅でのブログ作成を指示して
いますので、作成に要する時間は労働時間に該当し、所定の賃金や
残業代を支払わなければなりません。ブログ作成のように労働者に
裁量があり、時間で労働量を測ることが適切でない場合には、１件
あたりいくらという形の手当などで支払う方法もありますが、その
場合であっても適正な対価でなければなりません。
　本件のような、労働者の善意ややりがいをあてにした無償労働の
強要は、善意・やりがいの搾取であり、前時代的な発想と言わざる
を得ません。労働時間を適切に把握し、適正な労働の対価を支払う
ことが現代の企業としての責務といえます。
　現在、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務が急速に増加してい
ます。在宅勤務において労働時間の把握が困難な業務もあると思い
ますが、事業場外労働によるみなし労働時間制などを活用するなど
して、適切な労使関係を維持することが重要です。
　新しい労働形態に不安がある場合には、弁護士に相談されるとよ
いと思います。
物埼玉県弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　富田陽平（弁護士）

回答

自宅での業務

法律相談などで多い事例とそのアドバイス法律相談コラム

★相談日が祝日の場合はお休みです（⑲を除く）。
8 月各種無料相談

※来庁（館・所）による相談は、中止や電話での相談になる場合
がありますので、事前に各担当課へお問い合わせください。

①法 律 相 談
法律上の諸問題につい
ての相談（弁護士が対
応）
※2日前の水曜日午前9
時から電話予約

腹毎週金曜日
　午後1時20分～4時
複市民相談室
払8人（電話による事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

②税理士相談
相続税など税金全般に
ついての相談
※2週間前の月曜日午
前9時から電話予約

腹8月2日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

③不動産相談
マンションおよび不動
産取引全般についての
相談（宅地建物取引士
が対応）

腹8月2３日㈪
　午前9時～正午
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

④くらしの相談
日常生活の問題や国・
県・市の行政サービス
についての相談（行政
相談委員が対応）

腹8月11日㈬
　午後1時３0分～３時３0分
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑤行政書士相談
官公庁へ提出する書類
・申請書の作成、離婚・
相続などについての相
談

腹8月1６日㈪
　午後1時～4時
複市民相談室

物秘書広報課　☎奮３７３

⑥司法書士相談
土地・建物の所有権移
転登記、相続などにつ
いての相談
※2週間前の木曜日午
前9時から電話予約

腹8月19日㈭
　午後1時～4時
複市民相談室
払６人（電話による事前予約制）

物秘書広報課　☎奮３７３

⑦D V 相 談
ＤＶ被害（配偶者から
の暴力）について電話・
面談による相談（女性
相談員が対応）

腹毎週月・金曜日
　午前10時～正午　午後1時～4時
※面談の場合は要予約
☎９９６－３９５５（ＤＶ相談支援
室専用電話）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑧女 性 相 談
女性が抱えるさまざま
な悩みについての相談
（女性相談員が対応）

腹毎週火～木曜日
　午前10時～正午
　午後1時～4時
複駅前出張所内相談室
払5人（電話による事前予約制）

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑩心配ごと相談
日常生活における心配
ごとや悩みごとについ
ての相談（心配ごと相
談員が対応）

腹8月4日㈬・18日㈬
　午後1時～4時
複身体障害者福祉センターやすらぎ
　☎９９８－７６１６
　（心配ごと相談専用電話）

物社会福祉協議会�☎９９５－３６３６

⑪生活困窮者自立相談
経済的な問題などの心
配ごとについての相談
（生活困窮者自立相談
支援員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前8時３0分～午後5時15分
複社会福祉課　☎949－６３1７
（生活困窮者自立相談支援専
用電話）

物社会福祉課　☎奮４９３

⑨人 権 相 談
プライバシーの侵害な
ど基本的人権について
の相談（人権擁護委員
が対応）

腹8月12日㈭
　午後1時～4時
複市民相談室

物人権・男女共同参画課�☎奮８１１

⑫こころの健康相談
不眠・不安などによる
こころの病気やひきこ
もり、高齢者の認知症
などについての相談
（専門医が対応）

腹8月2日㈪
　午後1時～2時３0分
複保健センター
払2人（電話による事前予約制）

物保健センター�☎９９５－３３８１

⑬消費生活相談
悪質商法などに関する
問題や借金問題など消
費生活全般についての
相談（消費生活相談員
が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前10時～正午
　午後1時～4時
複消費生活センター
　※受付は商工観光課

物商工観光課　☎奮３３６

⑭内 職 相 談
内職の求人、求職のあ
っせん、および相談（内
職相談員が対応）

腹毎週火曜日
　午前10時～正午
　午後1時～３時３0分
複市民相談室

物商工観光課　☎奮２７４

⑮若年者就職相談
若年者（40歳未満、学生
・生徒可）の就職、転職、
職業能力などについて
の相談（キャリアカウ
ンセラーが対応）

腹8月4日㈬・18日㈬
　午前10時～正午
　午後1時～4時
複勤労青少年ホームゆまにて
払5人（電話による事前予約制）

物ゆまにて　☎９９６－０１２３

⑯教 育 相 談
児童・生徒の言動やい
じめ・不登校に関する
ことなど教育について
の相談（専任教育相談
員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前9時３0分～正午
　午後1時～4時
複教育相談所（八條小学校西隣）

物教育相談所� ☎９９５－００７７

⑰家庭児童相談
子どもの家庭での養育
上の心配や悩みごとに
ついての相談（家庭児
童相談員が対応）

腹毎週月～金曜日
　午前9時～正午
　午後1時～4時
複家庭児童相談室

物子育て支援課　☎奮４７２

⑱子育て相談
子育ての不安や悩みご
とについての相談（家
庭教育アドバイザーが
対応）

腹8月19日㈭
　午前9時～正午
複だいばら児童館（わんぱる）
払３人（電話による事前予約制）

物だいばら児童館�☎９９９－０３２１

⑲子育てコーディネーター
就学前のお子さんの子
育て関連情報の提供や
子育ての不安・悩みご
とを窓口または電話で
相談

腹毎週月～金曜日
　午前10時～午後4時
複やしお子育てほっとステー
ション

物やしお子育てほっとステーション☎９５１－０２２９

⑳休日・夜間納税相談
市税・国民健康保険税
の納付についての相談
※相談はなるべく電話
でお願いします

腹8月1日㈰
　午前9時～午後4時
　毎週木曜日
　午後5時15分～７時
複納税課

物納税課　☎奮３３０


